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2024年［令和6年］11月22日
弁護士 皿谷 将
（東京弁護士会所属）



＜プロフィール＞
山形県寒河江市出身
2013年12月 弁護士登録（東京弁護士会）とともにセンチュリー法律事務所に入所

主に事業承継・M&A支援、成長支援、事業再生・廃業支援等の企業法務に従事
2019年9月

2022年3月

経済産業省中小企業庁事業環境部財務課にて課長補佐(経営承継)として任用
中小企業のための事業承継・M&A支援策の立案等に従事
（関与した主な支援策）
・「事業承継・引継ぎ支援センター」や経営承継円滑化法に基づく
「所在不明株主に関する会社法の特例」の創設に関連する法令改正

・「中小M&A ガイドライン(初版)」「中小PMI ガイドライン」
「事業承継ガイドライン(第3版)」の策定

・「中小M&A 推進計画」の取りまとめ
・「中小企業の経営資源の集約化に資する税制」「中小企業経営力強化支援ファンド」
「M&A支援機関登録制度」「経営資源引継ぎ補助金」（現事業承継・引継ぎ補助金）の創設

・中小企業庁と日本弁護士連合会・中小企業診断協会の連携強化に関する各共同宣言等
2022年4月 同事務所に復帰（その後、ジュニアパートナーに就任）
2023年10月 株式会社バトンズ（M&Aプラットフォーマー）に執行役員として参画
＜最近の活動例＞
単著 〇「M&Aを成功に導く中小企業のPMI実践マニュアル」（日本法令、2023年5月）
共著 〇「新版 専門家のための事業承継入門事例で学ぶ︕事業承継フレームワーク」（ロギカ書房、2023年2月）

〇「改訂版 中小企業が“本当に”使える 最新 事業承継対策の法務と税務」（日本法令、2023年7月）
執筆協力 〇「専門家のための中小PMI実践ガイドブック」（ロギカ書房、2024年3月）

〇「中小企業M&Aスタンダード 法務/業界ルールの勘所」（金融財政事情研究会、2024年3月）
委員等 〇「中小M&Aガイドライン見直し検討小委員会」委員（上記中小企業庁財務課、2024年5月～）
※ 本研修で述べる見解は、現時点における当職の個人的な見解であり、所属した組織の見解ではありません。                                             

また、本資料の無断での転載その他の本研修外での転用は、ご遠慮いただきますようお願い申し上げます。
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本研修の参考URL

◆中小M&Aガイドライン（以下「MAGL」ということがあります。）関係

 「中小M&Aガイドライン」を改訂しました
（https://www.meti.go.jp/press/2024/08/20240830002/20240830002.html）

 M&A支援機関登録制度
（https://ma-shienkikan.go.jp/）

◆中小PMIガイドライン（以下「PMIGL」ということがあります。）関係

 「中小PMI支援メニュー」を策定しました
（https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220317005/20220317005.html）
・中小 PMIガイドライン
（https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/download/pmi_guideline.pdf）
・中小 PMIガイドライン（概要版）
（https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/download/pmi_guideline_summary.pdf）

 中小PMIガイドライン講座を公開しました
（https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2023/230329shoukei.html）

 中小企業のPMIを促進する、実践ツール・活用ガイドブック・事例集を公表します︕
（https://www.meti.go.jp/press/2023/03/20240329007/20240329007.html）

※ 弁護士の方は日弁連eラーニング「中小Ｍ＆Ａにおける買い手支援の実務に関する連続講座
第４回「中小ＰＭＩと弁護士の役割」」も適宜ご参照ください。

◆中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針等（以下「監督指針」ということがあります。）関係

 「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」等の一部改正（案）に対するパブリックコメントの
結果等の公表について
（https://www.fsa.go.jp/news/r6/ginkou/20240830.html#bessi1）

※2024年11月12日時点の情報です。

https://www.meti.go.jp/press/2024/08/20240830002/20240830002.html
https://ma-shienkikan.go.jp/
https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220317005/20220317005.html
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/download/pmi_guideline.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/download/pmi_guideline_summary.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2023/230329shoukei.html
https://www.meti.go.jp/press/2023/03/20240329007/20240329007.html
https://www.fsa.go.jp/news/r6/ginkou/20240830.html#bessi1
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❶ 中小企業庁の定めるガイドラインの全体像

❷ 中小M&Aガイドラインに定める税理士の主な役割

❸ 中小M&Aガイドライン（第3版）の概要

【参考】金融機関におけるＭ＆Ａ支援の促進等に関する監督指針改正

❹ まとめ

【参考】M&Aプラットフォームの適正性・健全性の確保
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❶ 中小企業庁の定めるガイドラインの全体像

❷ 中小M&Aガイドラインに定める税理士の主な役割

❸ 中小M&Aガイドライン（第3版）の概要

【参考】金融機関におけるＭ＆Ａ支援の促進等に関する監督指針改正

❹ まとめ

【参考】M&Aプラットフォームの適正性・健全性の確保



【中小M&Aガイドライン関係】

2015 事業引継ぎガイドライン策定

2020 中小M&Aガイドライン策定
（事業引継ぎガイドライン全面改訂）

2023 中小M&Aガイドライン改訂（第2版）

2024 中小M&Aガイドライン改訂（第3版）

【その他の主な動き】

2019 第三者承継支援総合パッケージ策定

2020 経営資源引継ぎ補助金創設
（後に事業承継・引継ぎ補助金に統合）
経営資源集約化検討会設置

2021 事業承継・引継ぎ支援センターへ改組
中小M&A推進計画取りまとめ
経営資源集約化税制創設
所在不明株主に関する会社法特例創設
M&A支援機関登録制度創設

2022 事業承継ガイドライン改訂（第3版）
中小PMIガイドライン策定

(2023 M&A仲介協会が自主規制ルールを策定)
(2024 M&A仲介協会が自主規制ルールを改訂)

（弁護士  皿谷将  作成）

中小M&Aガイドライン関係を軸とする主な時系列は以下のとおり。

事業承継・引継ぎ支援に関する近年の主な時系列
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（弁護士  皿谷将  作成）

中小企業のための事業承継・引継ぎに関する３つのガイドラインが公表済み。
〇事業承継ガイドライン(平成18年策定、平成28年・令和4年改訂)
〇中小M&Aガイドライン(令和2年策定、令和5/6年改訂)※事業引継ぎガイドライン（平成27年策定）が前身

〇中小PMIガイドライン（令和4年策定）

事業承継・引継ぎに関するガイドラインの関係図
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 掲載データや施策等（関連法令を含む。）を更新
事業承継に関連する状況の変化等を明らかにするため、掲載デー
タを更新。また、この間に新設・拡充等された施策等を反映。
●事業承継の進行は全国一律でなく、地域や業種等によって格差
●法人版・個人版事業承継税制、所在不明株主に関する会社法の
特例等の支援措置等についての詳細な説明を更新、追加
●「事業承継に関する主な支援策（一覧）」を別途用意

 「従業員承継」や「第三者承継（M&A）」に関する説明を充実
近年増加している従業員承継や第三者承継（M&A）の説明も充実
●従業員承継について、事業者ヒアリング等を行い、後継者の
選定・育成プロセス（後継者候補との対話、後継者教育、
関係者の理解・協力等）等の内容を充実

●第三者承継（M&A）について、「中小M&Aガイドライン」等
の内容を反映し充実（グループ化の事例にも言及）

 後継者目線に立った説明を充実
現経営者目線に立った説明だけでなく、事業を引き継ぐ後継者の
目線に立った説明も充実（ベンチャー型事業承継も明記）
●事業承継の実施時期は、後継者にとっては遅い傾向
●事業承継によって企業の売上高や利益が成長する傾向
●事業承継に向けた経営改善（磨き上げ）は、後継者候補との
協力実施も有効

【それぞれ事業承継ガイドライン（第3版）27・31ページより抜粋・加工】

事業承継の構成要素

以下は前回改訂時（平成28年）からの改訂のポイント。基本的な構成は維持。

（弁護士  皿谷将  作成）

事業承継ガイドラインの概要
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https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/download/shoukei_guideline.pdf


【MAGL（初版）に関する概要資料より抜粋・加工】

中小M&Aガイドライン（初版）の概要
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https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/shingikai/soukai/2020/download/200327HS07_01.pdf


10【MAGL（初版）に関する概要資料より抜粋・加工】

中小M&Aガイドライン（初版）の骨子

https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/shingikai/soukai/2020/download/200327HS07_01.pdf


11【MAGL（第2版）に関する概要資料より抜粋】

中小M&Aガイドライン（第2版）の概要

https://www.meti.go.jp/press/2023/09/20230922004/20230922004-a.pdf


【MAGL（第3版）に関する概要資料より抜粋】 12

中小M&Aガイドライン（第3版）の概要

https://www.meti.go.jp/press/2024/08/20240830002/20240830002-ar.pdf
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＊人事・労務/会計・財務/法務/ITシステムの4分野

 M&Aの目的の実現・効果の最大化のため、M&A成立に伴う統合作業（PMI）は重要。
中小企業・支援機関の理解に向け、譲受側がPMIを適切に進めるための手引きを策定。
規模に応じた「基礎編」「発展編」/成功・失敗事例/時系列の整理/3領域の網羅。

13【PMIGL概要版3ページより抜粋】 （弁護士  皿谷将  作成）

中小PMIガイドラインの概要

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/download/pmi_guideline_summary.pdf
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 主な支援内容
① 適正な税務申告書等の作成等
ア） 助言義務（不正会計等の是正についての助言）
イ） コーポレート・ガバナンスの構築支援
ウ） 株式・事業用資産等の整理・集約の支援
② 中小M&Aに伴う経営者保証解除の円滑な実現に向けた支援
③ 中小M&Aの課税関係等を踏まえた適切な助言及び提案
※主な手法を前提（株式譲渡／事業譲渡）

④ 中小企業等経営強化法における登録免許税・不動産取得税の特例、許認可承継の特例
⑤ 税務DD（顧問税理士の積極的な協力が望まれる）
⑥ バリュエーション
⑦ マッチングサイト等の活用
※日本税理士会連合会『担い手探しナビ』

⑧ 債務超過企業に対する中小M&A支援

第2章 支援機関向けの基本事項

中小M&Aガイドラインに定める税理士の主な役割

 税理士は中小企業の経営者にとって身近な相談役であり、顧問として中小企業の実情を把握し、
中小企業の税務・会計にも精通していること等から、顧問先に対して、税務・会計に関する支援に
限らず、経営支援、金融支援といった多面的な支援を行い得る立場におり、中小M&Aにおいても
積極的に支援することが期待される。

Ⅴ 士業等専門家 税理士［1/13］
概要
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 「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念
にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現
を図ることを使命」とし（税理士法第１条）、他人の求めに応じ、租税に関し、税務代理、税務
書類の作成、税務相談を行うことを業とする（同法第２条第１項）。また、同業務に「付随」す
る業務として「財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務」を行うことが
できる（同条第２項）。

 通常、デュー・ディリジェンス（DD）やバリュエーション（企業価値評価・事業価値評価）等の
中小M&Aに関わる業務は、直接的にはこれら税理士の業務に含まれていないことから、中小
M&A に積極的に携わる税理士は限られ、税理士が顧問先の M&Aについて関与しきれていない
ケースもあるものと思われる。

 他方、M&A は事業の拡大又は事業承継の選択肢として、昨今、中小企業の経営者にも広く
認知され、税理士が顧問先等から相談されるケースも増えているものと思われる。

第2章 支援機関向けの基本事項Ⅴ 士業等専門家 税理士［2/13］
（１） 税理士による中小M&A支援の特色

中小M&Aガイドラインに定める税理士の主な役割

【MAGL（第3版）115～116頁ご参照】 16



 税理士は中小企業の経営者にとって身近な相談役であり、顧問として中小企業の実情を把握
し、中小企業の税務・会計にも精通していること等から、顧問先に対して、税務・会計に関する支
援に限らず、経営支援、金融支援といった多面的な支援を行い得る立場におり、中小M&Aにお
いても積極的に支援することが期待される。

 税理士は顧問として継続的な役務提供を行うケースが多数であるため、本ガイドラインでは主に
中小企業の顧問税理士を念頭に記載する。

 なお、中小 M&A に関連する業務が通常の顧問業務の範囲外となる場合には、事前に顧問先
にその旨を説明し、業務内容や報酬等について了承を得ることも必要である。中小M&Aに関連す
る業務は、通常の顧問業務とは別途の専門性を要することが多く、別途の報酬の請求が相当で
あるケースも多い。

第2章 支援機関向けの基本事項Ⅴ 士業等専門家 税理士［3/13］
（１） 税理士による中小M&A支援の特色

中小M&Aガイドラインに定める税理士の主な役割

【MAGL（第3版）116頁ご参照】 17



① 適正な税務申告書等の作成等
ア） 助言義務
中小M&Aを進める中で対象企業の粉飾決算が明らかとなり、中小M&Aが困難となる場合がある。税
理士は、顧問業務の中で期末在庫の操作や売上の水増し等、顧問先の不正会計等を確認した場合
には適切な助言や指導をして、顧問先が法令の不知や税務行政に関する誤解等によって生じる損害を
被ることのないようにすべき注意義務（善管注意義務）がある。
この点、税理士法第４１条の３では、「税理士は、税理士業務を行うに当たって、委嘱者が不正に
国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れている事実、不正に国税若しくは地方税の還付を受け
ている事実又は国税若しくは地方税の計算の基礎となるべき事実の全部若しくは一部を隠ぺいし、若し
くは仮装している事実があることを知ったときは、直ちに、その是正をするよう助言しなければならない」とす
る助言義務を明記している。
なお、税理士が助言したにもかかわらず、委嘱者が助言に従わなかった場合は、助言義務違反には当
たらないが、そのままその委嘱者について税理士業務を継続して行う場合には、不真正税務書類作成
禁止違反等（同法第４５条）に該当することになるおそれがあるため留意する必要がある。

Ⅴ 士業等専門家 税理士［4/13］
（２） 主な支援内容

中小M&Aガイドラインに定める税理士の主な役割
第2章 支援機関向けの基本事項

18【MAGL（第3版）116～117頁ご参照】



① 適正な税務申告書等の作成等
イ） コーポレート・ガバナンスの構築支援
中小企業においては、会社法で求められている株主名簿や株主総会・取締役会の議事録等の整備
が不十分な場合が少なくない。
こういった点が整備され、コーポレート・ガバナンスが構築されていることにより、譲り受け側が円滑に

M&A を行えるとの判断に資することもあるため、税理士は顧問先に対し今後の中小M&Aに備えてその
整備を支援することが望まれる。

ウ） 株式・事業用資産等の整理・集約の支援
中小M&Aにおいては、名義株や所在不明株主の存在、役員社宅や役員貸付金、役員保険といった
同族関係者と会社との取引、事業用資産の所有関係等、未計上の退職給付債務や未払残業代等
の簿外債務等が問題となるケースが多く、顧問先にこのような問題がある場合には、予め弁護士等と連
携し、整理をしておくことが望ましい（本章Ⅴ４（２）①「株式・事業用資産等の整理・集約の支援｣
参照）。

Ⅴ 士業等専門家 税理士［5/13］
（２） 主な支援内容

中小M&Aガイドラインに定める税理士の主な役割
第2章 支援機関向けの基本事項
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② 中小M&Aに伴う経営者保証解除の円滑な実現に向けた支援
税理士は、中小 M&A に伴う経営者保証解除の円滑な実現に向け、「経営者保証に関するガイドラ
イン」及び「経営者保証に関するガイドラインの特則」に即した対応について、必要に応じて助言すること
が望ましい。

③ 中小M&Aの課税関係等を踏まえた適切な助言及び提案
中小M&Aは、一般的に株式譲渡又は事業譲渡で行われるケースが多く、また、通常、代表者交代が
行われるタイミングであることから、代表者への役員退職慰労金の支払と組み合わせて行うこともある。い
ずれの場合も各々にメリット・デメリットがあり、税理士は顧問先から M&A について相談を受けた場合に
は、これらメリット・デメリットを総合的に勘案し、適切な助言やスキームの提案等が期待される。
なお、中小 M&A により株主である経営者個人に所得が生じた場合には、所得税・住民税のほか、
（会社の社会保険に加入していないときは）国民健康保険料又は後期高齢者医療保険料にも影響
があるため留意する必要がある。
また、一般的には、株式譲渡契約書等は印紙税の非課税文書であるが、当該株式譲渡契約書等
に代金受領の記載がある場合には、課税文書（印紙税法別表第１第１７号の１文書）に該当し、
収入印紙の貼り付けが必要となるため留意する必要がある。

Ⅴ 士業等専門家 税理士［6/13］
（２） 主な支援内容

中小M&Aガイドラインに定める税理士の主な役割
第2章 支援機関向けの基本事項
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③ 中小M&Aの課税関係等を踏まえた適切な助言及び提案
ア） 株式譲渡
一般的に｢株式譲渡｣は、許認可等の再取得や登記手続等が不要で手続が簡便であること、株式取
得後合併等をした場合において一定の要件を満たしたときは対象企業の欠損金を引き継ぐことができる
こと等のメリットがある。
他方、デメリットとしては、未払残業代等の簿外債務や賠償義務、不要な余剰資産の引継ぎリスク等
が生じ得る。
なお、株主である経営者個人の税金については、株式譲渡の場合、譲渡益に対する分離課税（税
率２０．３１５％）で課税関係が終了する。
株式譲渡契約書については、参考資料７（４）「株式譲渡契約書サンプル」を参照されたい。

Ⅴ 士業等専門家 税理士［7/13］
（２） 主な支援内容

中小M&Aガイドラインに定める税理士の主な役割
第2章 支援機関向けの基本事項
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③ 中小M&Aの課税関係等を踏まえた適切な助言及び提案
イ） 事業譲渡
｢事業譲渡｣は、取得する資産・負債の取捨選択により株式譲渡で挙げた簿外債務等のリスクを限定
することができること、所在不明株主の存在や株式の分散等により株式譲渡の手法でM&Aを行うことは
困難でも株主総会特別決議の可決承認が可能な場合には有効な手段であること、資産調整勘定
（のれん）が生じた場合には損金算入することができること等のメリットがある。
他方、デメリットとしては、資産等の個別の移転手続が必要となること、不動産を取得する場合には不
動産取得税・登録免許税が生じること、また、許認可等についても原則、取り直す必要があること（なお、
登録免許税・不動産取得税の特例、許認可承継の特例は後述する。）等が生じ得る。
また、事業譲渡の場合、減価償却資産等は消費税の課税売上に該当するため、課税事業者である
場合には消費税等の課税関係についても留意が必要である。
なお、株主である経営者個人の税金については、事業譲渡の場合、譲渡対価は法人に帰属するため、
益金に対し法人税等の課税が生じる。その後、株主である経営者に配当又は役員報酬等で還流をす
る場合には、総合課税（税率１５．１０５％～５５．９４５％）の対象となることから、分離課
税となる役員退職慰労金の支給と併せて検討することもあり得る。
事業譲渡契約書については、参考資料７（５）「事業譲渡契約書サンプル」を参照さ
れたい。

Ⅴ 士業等専門家 税理士［8/13］
（２） 主な支援内容

中小M&Aガイドラインに定める税理士の主な役割
第2章 支援機関向けの基本事項
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④ 中小企業等経営強化法における登録免許税・不動産取得税の特例、許認可承継の特例
中小企業等経営強化法の経営力向上計画（以下「認定計画」という。）の認定を受けた事業者は、
認定計画実行のための支援措置（税制措置、金融支援、法的支援）を受けることができる。具体的
には、税制措置として、認定計画に基づき取得した一定の設備に係る法人税等の特例、認定計画に
基づき行った事業承継等に係る登録免許税・不動産取得税の特例があり、金融支援として、日本政
策金融公庫の低利融資、民間金融機関の融資に対する信用保証協会による信用保証、債務保証
等の資金調達に関する支援を受けることができる。また、法的支援として、各種業法上の許認可の承継
の特例、組合の発起人数に関する特例、事業譲渡の際の免責的債務引受に関する特例措置を受け
ることができる。
なお、中小企業等経営強化法における支援措置のうち、法人税等の特例及び登録
免許税・不動産取得税の特例については適用期限があるため、留意されたい。

Ⅴ 士業等専門家 税理士［9/13］
（２） 主な支援内容

中小M&Aガイドラインに定める税理士の主な役割
第2章 支援機関向けの基本事項
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⑤ 税務DD 
税務デュー・ディリジェンス（税務 DD）とは、対象会社の企業価値に影響する潜在的な税務リスク
（例えば、過去の申告内容の誤りによる追徴課税等）の把握等の観点から必要に応じて行うものであ
り、実行に当たっては、依頼者と協議の上、調査対象範囲・対象年度・手法を決定することとなる。
一般的に、税務DDにおいて実施される調査手続は、以下のとおりである。
・対象会社の経営陣、顧問税理士等に対するインタビュー
・過去の税務申告書のレビュー
・過去の税務調査・税務訴訟等の把握
・過去の組織再編、資本取引等の税務処理の把握
・税務上の欠損金の使用可能性、各種税制の適用状況の把握 等
顧問税理士は、顧問先が対象となる法務・財務・税務等のデュー・ディリジェンス（DD）については、
必要となる資料の提供、過去の会計処理や税務処理に対するインタビュー等について積極的に協力す
ることが望ましい。

Ⅴ 士業等専門家 税理士［10/13］
（２） 主な支援内容

中小M&Aガイドラインに定める税理士の主な役割
第2章 支援機関向けの基本事項
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⑥ バリュエーション（企業価値評価・事業価値評価）
バリュエーション（企業価値評価・事業価値評価）の方法は、大きくコストアプローチ（ネットアセットア
プローチ（時価純資産法、簿価純資産法等））、マーケットアプローチ（類似会社比較法（マルチプ
ル法）等）、インカムアプローチ（DCF 法等）に分類されるが、中小M&A の場合、時価純資産法で
算定されるケースが多い。「相続税財産評価に関する基本通達（財産評価基本通達）」による取引
相場のない株式の評価（純資産価額方式）は、時価純資産法に類似しており、税理士の業務知識
でも対応可能であると考えられる。このため、税理士は、顧問先から譲渡対価の価額の妥当性につい
て相談を受けた場合には、適切な助言等をすることが期待される。
しかしながら、企業価値評価・事業価値評価については前述のとおり様々な方法があり、判断が困難
な場合も想定されることから、この場合には、M&A を専門とする公認会計士等の専門家や公的機関と
連携することが必要である。

⑦ マッチングサイト等の活用
税理士が仲介者又はFAとして主導する中小M&Aにおいては、民間のM&Aプラットフォーマーが運用し
ている M&A プラットフォームや日本税理士会連合会が運用している顧問税理士が関与先企業の窓口
となって引継ぎ先を探すためのマッチングサイト「担い手探しナビ」（参考資料１０「日本税理士会連合
会『担い手探しナビ』」参照）等を積極的に活用することも期待される。

Ⅴ 士業等専門家 税理士［11/13］
（２） 主な支援内容

中小M&Aガイドラインに定める税理士の主な役割
第2章 支援機関向けの基本事項
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⑧ 債務超過企業に対する中小M&A支援
事業の価値は最終的には譲り受け側の評価により決まるものであり、一概に債務超過だからといって廃
業しか選択肢がないとは限らない。また、簿価純資産上は債務超過でも時価純資産（修正簿価純資
産）上は資産超過となる場合もある。顧問税理士は、債務超過の顧問先から廃業の相談等を受けた
場合には、中小M&Aの可能性についても検討することが期待される。
この際、譲り受け側に事業の価値を見出してもらうためには、譲り受け側に対する譲り渡し側の事業に
ついての詳細な情報開示が必要であり、顧問税理士は積極的に協力する必要がある。
また、債務整理手続を要する場合には、債権者との間で債務減免等の交渉が必要となる場合があり、
この場合には中小企業活性化協議会や事業再生を専門とする弁護士等の専門家と連携することも重
要である。なお、債務超過企業においては、経営者保証に係る保証債務の整理が問題となる場合もあ
る。税理士は「経営者保証に関するガイドライン」に即した対応について、助言することが望ましい（債務
超過企業のM&A支援については、本章Ⅴ４（２）⑤「債務超過企業に対する中小M&A支援」参
照）。

Ⅴ 士業等専門家 税理士［12/13］
（２） 主な支援内容

中小M&Aガイドラインに定める税理士の主な役割
第2章 支援機関向けの基本事項
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 中小 M&A に関わる業務は専門性を有し、かつ、多岐にわたる。そのため、税理士は、特に顧問先の
中小M&A案件について一人で抱え込まず、必要に応じて、事業承継・引継ぎ支援センター（第１章
Ⅳ「事業承継・引継ぎ支援センター」参照）や、中小企業活性化協議会等の公的機関、中小M&A
を専門とする弁護士等の士業等専門家といった、他の支援機関と連携する等、顧問先に親身に寄り
添う姿勢が期待される。

 例えば、中小 M&A 時において交わされる株式譲渡契約書には、一般的に表明保証条項（「用語
集」参照）が記載されることが多いが、特に中小 M&A の場合、経営者が表明保証の内容を正しく理
解せず、事実に反することを表明保証することも想定される。顧問税理士は、弁護士等の専門家と連
携し、顧問先にとって不利益な条項等がないか確認をし、適切な助言等をすることが期待される。

Ⅴ 士業等専門家 税理士［13/13］
（３） 他の支援機関との連携
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中小M&Aガイドラインに定める税理士の主な役割
第2章 支援機関向けの基本事項
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❶ 中小企業庁の定めるガイドラインの全体像

❷ 中小M&Aガイドラインに定める税理士の主な役割

❸ 中小M&Aガイドライン（第3版）の概要

【参考】金融機関におけるＭ＆Ａ支援の促進等に関する監督指針改正

❹ まとめ

【参考】M&Aプラットフォームの適正性・健全性の確保
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中小M&Aガイドライン（第3版）の概要

【MAGL（第3版）に関する概要資料より抜粋】 50
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【「M&A支援機関登録制度」の「M&A支援機関登録制度における中小M&Aガイドライン（第３版）の適用スケジュールについて」より抜粋】

中小M&Aガイドライン（第3版）の適用スケジュール

51

https://ma-shienkikan.go.jp/
https://ma-shienkikan.go.jp/documents/%E4%B8%AD%E5%B0%8FM%26A%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%EF%BC%88%E7%AC%AC3%E7%89%88%EF%BC%89%E3%81%AE%E9%81%A9%E7%94%A8%E3%82%B9%E3%82%B1%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf


中小M&Aガイドライン（第3版）の適用スケジュール

【「M&A支援機関登録制度」の「M&A支援機関登録制度における中小M&Aガイドライン（第３版）の適用スケジュールについて」より抜粋】 52
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【「M&A支援機関登録制度」の「M&A支援機関登録制度における中小M&Aガイドライン（第３版）の適用スケジュールについて」より抜粋】

中小M&Aガイドライン（第3版）の適用スケジュール
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【参考】金融機関におけるＭ＆Ａ支援の促進等に関する監督指針改正

金融機関におけるＭ＆Ａ支援の促進等に関する監督指針改正（８月30日公表）の概要

【金融庁「金融機関におけるＭ＆Ａ支援の促進等に関する監督指針改正（８月30日公表）の概要」より抜粋・加工】 54
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【参考】金融機関におけるＭ＆Ａ支援の促進等に関する監督指針改正

令和６年８月３０日付要請文「金融機関におけるＭ＆Ａ支援の促進等について」抜粋

【金融庁「金融機関におけるＭ＆Ａ支援の促進等に関する監督指針改正（８月30日公表）の概要」より抜粋】

１.金融機関によるＭ＆Ａ支援促進

民間金融機関においては、自らの規模・特性、顧客企業のニーズ等を踏まえつつ、

成長段階における更なる飛躍が見込まれる顧客企業や事業承継が必要な顧客企業等
に対して、ＰＭＩを含むＭ＆Ａ支援が一つの有用な選択肢となり得ることに留意し
ながら、最適なソリューションの提案について検討すること。
また、Ｍ＆Ａに関する支援業務を行う場合には、専門的な人材の内部育成や、ノウ

ハウを持つ外部人材の採用、外部専門家・外部機関等との連携など、業務の健全か
つ適切な運営の確保 を念頭に置きつつ、所要の体制整備を図ること。
その上で、顧客企業に対するＭ＆Ａ支援の一環として、例えば最終契約（株式譲渡

契約等）締結に向けた交渉やリスク事項の説明等の支援を行うに当たっては、Ｍ＆
Ａ成立後のトラブルを回避する観点から、「中小Ｍ＆Ａガイドライン」も踏まえ、
適切に対応すること。
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顧客企業のライフ
ステージ等の類型

金融機関が提案するソリューション

外部専門家・外部
機関等との連携

・・・

成長段階における
更なる飛躍が見込
まれる顧客企業

・・・
・収益性や生産性向上を企図したM＆A支援（マッ
チング支援やM＆A後の事業統合作業（PMI）支援
等）の実施。また、M＆Aに伴う資金需要に対応。

・・・
・M＆A支援会社等
の活用

・・・

事業承継が必要な
顧客企業

・・・
・後継者の有無や事業継続に関する経営者の意
向等を踏まえつつ、M＆A支援 （マッチング支援
や PMI支援等）や、親族内承継等の支援（相続対
策支援等）を実施。

・・・
・信託業者、行政

書士、弁護士等を
活用した遺言代用
信託等の設定

・・・

（注２）上記の図表のうち「Ｍ＆Ａ支援（マッチング支援やＰＭＩ支援等）」を行う場合には、専門
的な人材の内部育成や、ノウハウを持つ外部人材の採用、外部専門家・外部機関等との連
携など、実施する支援業務の内容に応じ、その健全かつ適切な運営の確保を念頭に置きつ
つ、所要の体制整備を図ることが重要である。

【参考】金融機関におけるＭ＆Ａ支援の促進等に関する監督指針改正

【金融庁「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の「Ⅱ－５－２－１顧客企業に対するコンサルティング機能の発揮」より抜粋・加工】

（参考）顧客企業のライフステージ等に応じて提案するソリューション（例） 改訂点
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❶ 中小企業庁の定めるガイドラインの全体像

❷ 中小M&Aガイドラインに定める税理士の主な役割

❸ 中小M&Aガイドライン（第3版）の概要

【参考】金融機関におけるＭ＆Ａ支援の促進等に関する監督指針改正

❹ まとめ

【参考】M&Aプラットフォームの適正性・健全性の確保
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まとめ

 後継者不在の中小企業の経営資源の散逸・喪失の抑止、中小企業の生産性向上等の
ため、中小M&A/PMI支援は重要。

 特に税理士は、中小企業の経営者にとって身近な相談役であり、中小企業の税務・
会計にも精通していること等から、多面的な支援を行う、中小M&A/PMI支援におい
て非常に重要な支援機関。

 マッチング支援等に限らず、PMIまで見据えた支援を行うことにより、事業の持続
的な成長・発展、真の「M&Aの成功」を目指す。

 中小M&Aガイドラインをはじめ各種ガイドラインを正しく理解していくことは、自
らを律するためのコンプライアンスとして重要。
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M&A関連トラブルを防止するための取組みの主な内容について【1/5】

【参考】M&Aプラットフォームの適正性・健全性の確保

経営者による法人債務についての個人保証（経営者保証）の問題を中心に、M&Aに関連
するトラブル事例についてこれまでに数度、報道等がなされました。まず、これらの報道等に係る
取材において、バトンズが回答した内容は、バトンズが認識する事実及びバトンズの見解であり、
その内容に関してバトンズの連携先・提携先には一切の関係がないということを申し上げます。

また、バトンズは、M&A・事業承継支援プラットフォーム「BATONZ（バトンズ）」を運営する中
で、このようなM&A関連トラブルを防止するための取組みを進めてきており、その旨を2024年5
月14日付「M&A関連トラブルを防止するための取組みについて」及び2024年7月19日付
「M&A関連トラブルを防止するための取組みについて（再度のお知らせ）」（以下「過去リリー
ス」と総称します）でもお知らせしております。

この度は、上記の一連のM&A関連トラブル事例を重く受け止めるとともに、バトンズが実施して
きている取組みの主な内容について、より詳しくお知らせしたく、以下のとおりご案内申し上げます。

【2024年10月2日付プレスリリース「M&A関連トラブルを防止するための取組みの主な内容について」より抜粋】
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【参考】M&Aプラットフォームの適正性・健全性の確保

まず、バトンズは、過去リリースにてお知らせした取組みに加え、次のような取組みも行っておりま
す。バトンズは、M&Aプラットフォームを通じて集約される様々な情報を適切に取り扱うとともに、
より安心・安全なM&Aを推進するべく、継続的かつ複合的な改善策を実施していきます。

◆交渉の相手方当事者及びアドバイザーに対する情報共有について
昨年10月の利用規約改訂により、ユーザーの利用停止等に関する情報をアドバイザーに共有
できる仕組みを整備しておりましたが、本年10月からは当該情報の共有先を交渉の相手方当
事者（売り手または買い手）にも拡大し、またアドバイザーに対しては一定の重要事項も共有
できるようにしております。

◆アドバイザーからの相談窓口について
アドバイザーが交渉の相手方当事者（売り手または買い手並びにそれらのアドバイザーである相
手方）についてバトンズに相談できる窓口を開設しております。ご相談いただいた内容は重要な
情報として、バトンズ社内において組織的に共有させていただくとともに、厳重に取り扱います。

【2024年10月2日付プレスリリース「M&A関連トラブルを防止するための取組みの主な内容について」より抜粋】

M&A関連トラブルを防止するための取組みの主な内容について【2/5】
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【参考】M&Aプラットフォームの適正性・健全性の確保

また、過去リリースにてお知らせした取組みについて、次のとおり、より詳細にお知らせします。

◆複数のデータベースを活用した利用登録審査等について
バトンズは、日本の事業承継課題等の解決に貢献したいという想いで、M&Aをより身近な選択
肢にするため、M&Aプラットフォームの運営に取り組んできました。M&Aプラットフォームの運営に
おいては、適正性・健全性の確保が最重要であるという方針のもと、利用登録審査等の際、本
人確認を行うほか、信用調査に用いられる複数のデータベースを活用しております。
これらのデータベースにおいては、公表・非公表を問わず、コンプライアンス・事業実態等に関する
各種情報を確認しております。また、審査対象者が法人である場合には、当該法人だけでなく、
これに関連する個人（経営者等）についての一定の情報も確認しております。
このようにして得られた情報に基づき、バトンズは各種審査について複合的な観点から組織的な
判断を行っております。
バトンズは、従前の対応を徹底するのはもちろんのこと、M&Aプラットフォームの適正性・健全性
を確保するべく更なる改善を継続的に進め、より安心・安全なM&Aを推進できる体制の整備を
進めていきます。

【2024年10月2日付プレスリリース「M&A関連トラブルを防止するための取組みの主な内容について」より抜粋】

M&A関連トラブルを防止するための取組みの主な内容について【3/5】
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【参考】M&Aプラットフォームの適正性・健全性の確保

◆複合的な観点からの買い手審査について
特に、買い手審査に関しては、1年以上前から重点的に改善策を検討し、主に以下の施策を
既に実施しており、今後も継続していきます。
➀ 信用に疑義のある買い手の抽出
買い手の企業や経営者に関する各種情報（公表・非公表を問いません。）・利用状況等から、
信用に疑義が生じた買い手を抽出します。上記の複数のデータベースで得た情報はもちろんのこ
と、利用登録後においても、定期・不定期のモニタリングにより得られる情報を含め、社内外の
様々な経路から情報を収集し、バトンズ社内において検索可能な形で記録した上で、複合的
な観点から買い手の信用性を組織的に判断します。必要に応じて再調査を行い、利用登録拒
否・利用停止等にすることがあります。
➁ 債務超過案件の買収希望者に対する審査強化
債務超過企業を買収する買い手は、債務負担等のための財務力が必要な傾向にあります。そ
こで買い手を法人に限定するとともに、実名開示依頼時に決算書類の提出を要求します。これ
までのM&A支援実績に裏付けられた知見をもとに一定の財務基準を構築しており、決算書類
の確認としてこの財務基準を満たさない場合には交渉が開始できません。

【2024年10月2日付プレスリリース「M&A関連トラブルを防止するための取組みの主な内容について」より抜粋】

M&A関連トラブルを防止するための取組みの主な内容について【4/5】M&A関連トラブルを防止するための取組みの主な内容について【4/5】
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【参考】M&Aプラットフォームの適正性・健全性の確保

③ 買い手評価・不審ユーザー通知機能の活用
売り手や売り手アドバイザーが買い手を評価する機能や不審ユーザー通知機能を「BATONZ」
に実装しております。これらの機能により得られた情報もバトンズ社内において検索可能な形で
記録され、信用に疑義のある買い手の抽出（上記➀）において買い手の信用性を組織的に
判断するために活用されます。対象となった買い手については、必要に応じて再調査を行い、利
用停止等にすることがあります。
※なお、このようなユーザー評価・不審ユーザー通知機能は、買い手以外のユーザー（前者に
ついてはアドバイザー、後者については売り手及びアドバイザー）についても実装しております。

以上のほか、経営者保証の問題をはじめ、M&Aにおける各種注意事項については、売り手・買
い手に対する説明・周知も引き続き行っていきます。なお、売り手・買い手に対しては、一定の
時期（利用登録以降の複数の時点）に、M&A実行にあたって特に重要と思われるポイントを
まとめたチェックリストも提供しております。

【2024年10月2日付プレスリリース「M&A関連トラブルを防止するための取組みの主な内容について」より抜粋】

M&A関連トラブルを防止するための取組みの主な内容について【4/5】M&A関連トラブルを防止するための取組みの主な内容について【4/5】M&A関連トラブルを防止するための取組みの主な内容について【5/5】
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